
令和８年６月 19 日 

                        東京都立小平西高等学校 

１学年 保護者様 

 

「奨学のための給付金（新入生への一部早期給付制度）」について 

 

「奨学のための給付金」は、授業料以外の教育費の負担を軽減するために、返済不要の給付金（定

額）が保護者等の口座に振り込まれる制度です。 

通常は 7 月頃から受付を開始し、12 月以降に年額一括で給付されますが、新入生のうち希望さ

れる方は、年額の４分の１のみ前倒しで受給することができます。 

注 残り４分の３を受給するには、７月にもう一度申請を行う必要があります。７月の申請は審査

対象の課税年度が変わるため、今回認定となった方でも２回目は不認定となることがあります。 

 

対象は 4/1時点で都内に住所を有し、①又は②に該当する世帯です。 

（所得制限があります。また、生徒が就学支援金の受給資格を持つことが必要です。） 

①生活保護受給世帯 

②保護者等全員の令和７年度住民税所得割額の合計が 182,500円未満である世帯 

昨年に市区町村から届いた「令和７年度住民税納税通知書」等でご確認ください。 

（保護者の非自発的失職等による経済的理由から収入が激減した場合も含みます） 

※ 支給金額等の詳細は本紙と同時に配布するリーフレットを御確認ください。 

 

【手続方法】  

「オンライン申請システムでの申請」と「学校への書類提出」の両方が必要です。 

※①と②はどちらが先でも構いません。 

 

① 「オンライン申請システム」で受給申請をする。→次のページをご覧ください。 

② 市区役所等で必要書類を取得する。→次のページをご覧ください。 

 ※ 支払金口座振替依頼書の様式は、小平西高校の経営企画室窓口か学校ホームページ 

（経営企画室から）で入手できます。 

③ 経営企画室窓口へ、期日までに申請書類を提出する。 

 

【オンライン申請 校内期限】６月３０日（火） 

【書類提出 校内期限】 ７月７日（火）経営企画室窓口まで 
          

【問合せ先】東京都立小平西高等学校  

経営企画室（担当：須ヶ間） 

 TEL：042-345-1411  

MAIL：S1000184@section.metro.tokyo.jp  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜申請者全員が必要な書類・申請＞

⓪

①

②

＜生活保護（生業扶助）受給世帯の方が提出する証明書＞

③

＜住民税所得割の合計額が182,500円未満の世帯の方が提出する証明書＞

⑤

※家計急変による申請は申請書類が異なりますので、個別にご相談ください。

「奨学のための給付金（早期給付）」提出書類一覧

オンラインでの申請　（次のページをご覧ください）

通帳等の写し　※振込先の金融機関名・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ

住民票の写し（コピーは使えません）
・「令和8年4月1日以降発行」で、保護者に係る住民となった日が「令和8年4月1日以前」であること
・「生徒本人の本籍」と「保護者の住所」両方が漏れなく記載されているものをご提出ください。

支払金口座振替依頼書（経営企画室窓口又は小平西高校ホームページで入手できます。）

生活保護受給証明書
 ・「生業扶助受給」の記載があるものを提出してください。
 ・「令和8年4月1日以降発行」で、保護者に係る受給開始日が「令和8年4月1日以前」であること。

④

税
額
確
認
書
類

いずれかを保護者全員分

・令和７年度住民税（非）課税証明書

・令和７年度特別徴収徴収税額通知書（勤務先以外からの収入がない場合）

・令和７年度住民税納税通知書



【オンライン申請の手順】  

以下のＱＲコード又はＵＲＬからオンライン申請 

システムにアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 以降、画面に従い申請を進めてください。 

！注意！ 

「就学支援金」「給付型奨学金」でなく「奨学のための給

付金」を申請してください。 

同じページの上方に「給付型奨学金（別制度）」の申請リ

ンクがあり、大変間違えやすいです。ご注意ください。 

「給付金制度」を選択 

「奨学のための給付金を申請する方はこちら」を選択 

「ログイン」ボタンから進んでください 

 

！注意！ 

下の「申請用ユーザの登録」ではありません。 

ユーザ ID 等がわからない方は「ID がわからず

ログインできない場合」の紙をご覧ください。 



 

 

 ※ 「所得割」の金額で確認します。均等割の金額は含めません。 


